
消費生活
相談

月 日 曜日 講座名 時間 対象 定員 材料費 申込期限

1
12 ⽊

①古着リメイク
～初めての裂き織り～（３回講座）

9：30 〜 12：00

⼤⼈

８⼈ 無 料 12 ⽉ 25 ⽇26 ⽊

2

9 ⽊
10 ⾦ ②古着物生地をリメイク（2回講座）

「簡単なミニチュアの着物
（単衣・浴衣）を作ってみよう。」

9：30 〜 12：00 ８⼈ 単⾐ 400 円
浴⾐ 300 円

1 ⽉ 29 ⽇24 ⾦

12 ⽇ ③EMぼかし肥料作り 10：00 〜 11：00 10 ⼈ 300 円
（約 4 ㎏）

15 ⽔ ④リメイク小物作りの集い
「牛乳パックでイス作り」

9：30 〜 15：00 ８⼈

無  料

2 ⽉ 5 ⽇
22 ⽔ ⑤布ぞうり作り 9：30 〜 15：00 10 ⼈

25 ⼟ ⑥桃の節句
「牛乳パックでひな人形の

一輪挿しを作ろう！」
9：30 〜 15：00 どなたでも 10 組 当⽇受付

26 ⽇

お問い合わせ先：肝属地区環境ふれあい館　鹿屋市串良町下小原 3893-8　（串良さくら温泉となり）
　　　　　　　　☎ 0994（62）8101　開館時間　9時～ 17 時　　休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）　

＜講座の申し込み方法＞
 直接来館、または電話・FAX にてお申し込みください。応募者多数の場合は、締め切り後に抽選となります。
 締め切り⽇を過ぎても定員に達しない場合は、引き続き募集します。

※イメージ写真です。実際作る作品とは異なる場合があります。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

インターネットの通信販売　便利でも注意 ! !

 ネット通販の注⽂画⾯では「初回限定」などとお得感を強調した表⽰に⽐べ、購⼊条件は⼩さく
表⽰されていたり、気付きにくい場所に表⽰されていたりして分かりづらいことがあります。

■事例■
ＳＮＳで通常 6千円のシャンプーが初回 500 円
で購入できるとの広告があり、クレジットカード
決済で注文した。再度購入しようと思い同じ広告
を見たところ、注文を確定する画面の上方に、細
かい文字で「５回継続購入」の記載が一部分だけ
見えているのに気付いた。画面をスクロールしな
ければ全体が表示されず、前回は気が付かなかっ
た。事業者に解約したいと伝えたが「5回継続購
入の条件は明記されている」と言われ断られた。

・ 注⽂を確定する前に、注⽂画⾯を隅々まで⾒るなど、
注意して契約内容をしっかり確認しましょう。

（例）・定期購⼊が条件になっていないか
  ・ 定期購⼊が条件の場合、継続期間や⽀払うことに

なる総額はいくらか 等
・ 特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画⾯で、

注⽂内容を明確に表⽰しなければならなくなりました。
誤認させる表⽰により消費者が申し込みをした場合は、
契約を取り消せる可能性があります。

～本当にお得? 注文確定の前に契約内容をしっかり確認しましょう～
! !

～

■クーリング・オフの方法や困ったな、おかしいなと思った時はお早めにご相談ください。
 消費⽣活相談窓⼝（内之浦総合⽀所産業創出課内）☎ 0994（67）2116
 消費者ホットライン☎ 188 （⼟・⽇・祝⽇は県・⼜は国の相談センターにつながります）

★若者のトラブルが増えています。2022 年 4月から 18 歳で成人です
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